
資
料
紹
介

「寛
永
十
六
年
が
れ
う
た
船
渡
海
禁
止
高
札
」
他

コ
Φ
ω
Φ
①
δ
7
ヨ
O
δ
「
一
①
一
⑩

小
島
道
裕

　
二
〇
〇
三
年
度
末
に
、
京
都
所
在
の
旧
商
家
か
ら
江
戸
期
の
高
札
三
点
が
寄
贈
さ

れ

た
。
こ
の
内
、
表
題
の
も
の
は
い
わ
ゆ
る
「
鎖
国
令
」
の
高
札
と
し
て
特
に
注
目

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
翌
年
度
の
「
新
収
資
料
の
公
開
」
の
際
に
原
品
を
展
示
し
た

が
、
こ
こ
で
改
め
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

1
　
「
寛
永
十
六
年
が
れ
う
た
船
渡
海
禁
止
高
札
」
（
写
真
1
1
1
・
2
・
3
）

〈釈
文
〉

　
　
　
條
々

一
日
本
国
被
レ
成
二
御
制
禁
一
候
き
り
し
た
ん

宗
門
之
儀
、
乍
レ
存
レ
其
弘
法
之
者
干
レ
今
密
々

差
渡
之
事
、

一
宗
門
之
族
、
結
二
徒
党
一
企
二
邪
之
儀
一
、
則
御
諌
罰
之
事
、

一
伴
天
連
同
宗
旨
之
者
か
く
れ
居
候
所
へ
、
彼

　
乃

国
6
つ
・
け
の
物
（
送
）
あ
た
ふ
る
事
、

右
、
因
レ
慈
、
自
今
以
後
か
れ
う
た
渡
海
之

儀
、
被
二
停
止
一
候
事
、
（
此
）
上
、
若
差
渡
二

を
ゐ
て
は
、
破
コ
却
其
舟
一
並
乗
来
者
悉

虚
二
斬
罪
↓
乃
旨
、
仰
被
レ
出
候
也
、

伍
執
達
如
レ
件
、

　
（
一
六
三
九
）

　

寛
永
十
六
年
七
月
五
日

　
　
　
　
　
　
対
馬
守
（
阿
部
重
次
）

　
　
　
　
　
　
豊
後
守
（
阿
部
忠
秋
）

　
　
　
　
　
　
（
豆
）

　
　
　
　
　
　
伊
賀
守
（
松
平
信
綱
）

　
　
　
　
　
　
讃
岐
守
（
酒
井
忠
勝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
頭
〉

　
　
　
　
　
　
大
炊
守
（
土
井
利
勝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
頭
）

　
　
　
　
　
　
掃
部
守
（
井
伊
直
孝
）

　
江
戸
幕
府
老
中
奉
書
そ
の
ま
ま
の
文
面
で
あ
り
、
『
御
触
書
寛
保
集
成
』
（
二
十

一

、
一
二
二
八
）
、
『
徳
川
禁
令
考
』
（
前
集
六
、
四
〇
五
三
）
、
『
御
当
家
令
条
』
（
巻

一
六
、
二
〇
〇
）
な
ど
の
法
令
集
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
く
つ
か
の
誤

字
・
脱
字
が
あ
る
他
、
署
判
が
一
名
少
な
く
、
こ
れ
は
三
人
目
・
四
人
目
を
、
本
来

「
伊
豆
守
・
加
賀
守
」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
誤
っ
て
「
伊
賀
守
」
と
し
た
た
め
で

あ
る
（
「
加
賀
守
」
は
堀
田
正
盛
）
。
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写真1－1寛永十六年がれうた船禁止高札（表）

写真1－2寛永十六年がれうた船禁止高札懐）

〈形
状
〉

　
縦
最
大
五
四
・
○
㎝
、
横
九
〇
・
五
㎝
、
厚
さ
二
・
七
㎝
の
大
型
の
駒
形
一
枚
板
に

屋
根

（幅
四
・
五
㎝
）
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
中
央
下
部
の
木
目
部
分
に
は
横
方
向

に
割
れ
目
が
生
じ
、
両
側
面
に
か
す
が
い
が
打
た
れ
て
い
る
。
板
面
の
風
化
は
か
な

り
進
み
、
墨
色
は
完
全
に
落
ち
て
、
凹
凸
で
か
ろ
う
じ
て
判
読
で
き
る
状
態
で
あ
る
。
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小島道裕［「寛永十六年うがれうた船渡海禁止高札」他］

写
真
1
1
3
は
斜
光
線
に
よ
っ
て
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。

撫
難

耀
．
難

叢
蓬

饗
若
轡
翼
£
の
繧
　
　
蕪

難

義
。
鷺
難

藝芽ぼP糞蒙

　
　
z
三
婁

～
三
≡

写真1－3 寛永十六年がれうた船禁止高札
（表、斜光線により撮影）

　
板
面

に
釘
穴
や
柱
を
取
り
付
け
た
痕
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
掲
示
さ
れ
て
い
た
か

は

正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
両
側
面
に
二
ヶ
所
ず
つ
凹
み
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
被

熱
し
た
形
跡
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
高
札
場
的
な
場
所
に
置
か
れ
て
、
側
面

を
金
具
な
ど
で
支
持
さ
れ
て
い
た
と
一
応
推
測
さ
れ
る
。
表
面
の
下
部
に
は
い
く
つ

も
の
当
た
り
傷
が
あ
り
、
下
部
が
支
持
具
で
固
定
さ
れ
て
い
た
痕
跡
と
思
わ
れ
る
が
、

旧
蔵
者
宅
で
は
以
前
長
押
に
置
か
れ
て
い
た
と
の
こ
と
な
の
で
、
そ
の
時
に
付
い
た

可

能
性
も
あ
る
。
こ
の
他
、
現
状
で
は
裏
面
上
部
に
ね
じ
釘
式
の
吊
り
環
が
取
付
け

ら
れ
、
紐
の
残
欠
が
付
い
て
い
る
。

　
板
に

は

い

く
つ
か
の
焦
げ
痕
も
あ
る
。
変
色
（
炭
化
）
の
仕
方
か
ら
は
、
両
側
面

の

か

す
が
い
お
よ
び
凹
み
に
当
た
っ
て
い
た
支
持
具
か
ら
熱
が
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
高
札
場
の
両
側
の
柱
が
燃
え
、
高
札
自
身
に
着
火
す
る
寸
前
に
取
り
外
さ
れ
た

た
め
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
他
に
も
、
表
面
上
部
に
は
鋭
い
金
属
板
状

の

も
の
が
刺
さ
っ
て
熱
が
伝
わ
っ
た
よ
う
な
焦
げ
痕
、
裏
面
中
央
左
下
に
は
何
か
が

押

し
当
た
っ
た
よ
う
な
焦
げ
痕
が
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
る
。

　
焦
げ
痕
の
あ
る
制
札
は
他
で
も
実
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
火
災
の
際
に
は
、

は
ず
し
て
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

〈発
給
と
伝
来
に
つ
い
て
〉

　
こ
の
高
札
の
内
容
は
、
寛
永
一
⊥
ハ
年
（
一
六
三
九
）
に
出
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
鎖

国
令
」
の
最
終
的
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
、
が
れ
う
た
船
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
）
の

来
航
を
禁
止
し
た
老
中
奉
書
で
あ
る
。
老
ヰ
奉
書
を
そ
の
ま
ま
高
札
と
し
た
例
は
き

わ
め
て
珍
し
く
、
ま
ず
こ
の
点
が
注
意
さ
れ
る
。

　
高
札
を
考
え
る
上
で
は
、
こ
の
内
容
が
ど
の
よ
う
に
し
て
周
知
さ
れ
た
の
か
が
問

題

と
な
る
が
、
「
御
触
書
寛
保
集
成
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
に
出
さ
れ
た
一
連
の
四

通

に
は
、
次
の
様
な
注
釈
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
四
通
全
体
の
前
に
、

　
　
「
太
田
備
中
守
　
御
前
え
被
二
　
召
出
一
、
御
用
之
覚
書
被
二
渡
下
一
、
所
レ
謂
、
」
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と
あ
る
。

一
通
目
、
す
な
わ
ち
こ
の
老
中
奉
書
に
は
、

　

「右
、
か
れ
う
た
御
仕
置
之
奉
書
」
と
あ
り
、

二
番
目
の
不
審
船
・
不
審
者
の
扱
い
を
定
め
た
奉
書
（
署
判
は
対
馬
守
・
豊
後
守
．

伊
豆
守
）
の
後
に
は
、

　

「右
、
諸
大
名
え
被
二
　
仰
出
一
浦
々
御
仕
置
之
奉
書
」
と
あ
る
。

残
り
の
二
通
は
そ
れ
ぞ
れ
唐
船
の
乗
員
お
よ
び
オ
ラ
ン
ダ
人
に
宛
て
た
も
の
で
あ
り
、

四

通
目
の
後
に
は
、

　

「右
四
通
、
備
中
守
持
参
之
覚
書
之
写
也
」
と
あ
る
。

そ
し
て
全
体
の
後
に
は
、
次
の
様
に
あ
る
。

　
　
国
持
大
名
井
一
万
石
以
上
之
面
々
依
レ
召
登
　
城
、
太
田
備
中
守
長
崎
え
就

　
　
レ
被
二
差
遣
一
之
、
　
上
意
之
趣
、
於
二
御
白
書
院
一
、
井
伊
掃
部
頭
、
酒
井
讃
岐

　
　
守
、
堀
田
加
賀
守
、
松
平
伊
豆
守
、
阿
部
豊
後
守
、
阿
部
対
馬
守
列
座
、
右
諸

　
　
大
名
え
讃
岐
守
被
二
申
渡
一
之
、
か
れ
う
た
御
仕
置
井
諸
大
名
え
被
二
　
仰
出
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
林
羅
山
）

　
　
浦
々
御
法
度
之
奉
書
両
通
は
、
於
二
其
場
一
道
春
読
之
也
、

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
奉
書
は
、
幕
府
か
ら
六
人
衆
（
後
の
若
年
寄
）
の
太
田
備
中
守

（資
宗
）
が
上
使
と
し
て
長
崎
に
遣
わ
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
江
戸
城
で
諸
大
名
ら
に

申
し
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
こ
の
奉
書
と
二
番
目
の
「
浦
々
御
仕
置
（
御
法

度
）
」
は
、
そ
の
場
で
林
羅
山
が
読
み
上
げ
る
と
い
う
念
を
入
れ
た
形
で
伝
え
ら
れ

て

い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
諸
大
名
ら
に
周
知
さ
れ
、
長
崎
に
伝
え
ら
れ
た
後
は
、
ポ
ル
ト

ガ

ル

船
が

来
航
す
る
可
能
性
の
あ
る
港
に
対
し
て
、
密
告
に
対
す
る
褒
美
の
規
定
も

あ
る
「
浦
々
御
仕
置
（
御
法
度
）
」
が
高
札
な
ど
の
何
ら
か
の
形
で
周
知
さ
れ
た
は

ず
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
「
か
れ
う
た
御
仕
置
」
の
老
中
奉
書
も
、
書
き
写

さ
れ
て
高
札
場
に
掲
げ
ら
れ
た
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
高

札

は
初
め
て
発
見
さ
れ
た
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
た

だ

し
、
そ
れ
が
実
際
に
ど
こ
に
掲
示
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
京
都
の

古
い
商
家
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
は
、
貿
易
商
の
集
ま
る
京
都
の
一
画
に
こ

の

高
札
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
を
考
え
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
後
述
す
る

様
に
、
同
時
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
三
点
の
高
札
の
一
つ
に
は
美
濃
の
村
名
が
記
さ
れ

て

お
り
、
後
に
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
所
持
者
の
権
利
を
保
障

し
た
も
の
で
は
な
い
こ
の
「
鎖
国
令
」
高
札
が
、
い
か
な
る
理
由
で
ど
こ
に
所
持
さ

れ
て

い

た
の
か
は
興
味
深
い
問
題
だ
が
、
京
都
に
掲
示
さ
れ
て
そ
の
ま
ま
伝
来
し
た

と
考
え
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

2

「偽
金
銀
銭
禁
止
高
札
」
（
写
真
2
－
1
・
2
）

〈釈
文
〉

　
似
せ
金
銀
銭
持
候
も
の
、
井
売
捌
候
も
の
、
錐
レ
為

　
二
御
制
禁
一
、
近
来
奥
羽
筋
専
行
ひ
候
も
の

在
レ
之
候
二
付
、
今
度
吟
味
之
上
、
夫
々
被
レ
所
二
厳
科
一
候
、

就
而
者
、
右
両
国
者
勿
論
、
国
く
厳
敷
可
レ
被
レ
遂

　
二
御
穿
整
一
候
条
、
銘
々
無
二
油
断
一
相
改
、
自
然

疑
敷
も
の
在
レ
之
者
、
早
々
其
筋
江
可
二
申
出
一
（
候
）
、

品
二
寄
御
褒
美
被
レ
下
、
其
も
の
よ
り
仇
を

な
さ
・
る
様
、
可
レ
被
二
仰
付
一
候
、
若
見
聞
お
よ
ひ

　
な
か
ら
隠
置
、
他
所
よ
り
顕
は
る
・
二
お
い
て
ハ
、

其
所
之
者
迄
も
罪
科
二
可
レ
被
レ
行
候
、

右
之
通
、
従
二

公
儀
一
被
二
　
仰
出
一
候
間
、
急
度
可
二
相
守
一
者
也
、

　
　
寅
八
月

　
偽
金
銀
の
禁
止
自
体
は
江
戸
期
の
高
札
に
一
般
的
な
も
の
だ
が
、
「
奥
羽
筋
」
で

の
偽
金
銀
銭
づ
く
り
と
い
う
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
書
か
れ
た
こ
の
制
札
の
内
容

は
、
『
御
触
書
集
成
』
な
ど
の
幕
府
法
令
集
に
見
あ
た
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
ど
の

354



小島道裕［「寛永十六年うがれうた船渡海禁止高札」他］

よ
う
な
背
景
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
今
の
と
こ
ろ
未
詳
で
あ
る
。
年
記
の
「
寅
八

月
」
に
つ
い
て
も
、
江
戸
前
期
と
思
わ
れ
る
が
、
特
定
に
至
っ
て
い
な
い
。写真2－1 偽金銀銭禁止高札

（表、斜光線により撮影）

写真2－2偽金銀銭禁止高札（裏）

〈形
状
〉

　
縦
最
大
三
五
・
五
㎝
、
横
五
三
・
八
㎝
、
厚
さ
一
・
七
㎝
の
駒
形
の
板
に
、
屋
根
（
幅

七
・
二
㎝
）
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
下
部
は
虫
損
が
激
し
く
、
若
干
欠
失
し
て
い
る
。

表
面
は
風
化
し
て
、
墨
色
は
殆
ど
落
ち
、
文
字
は
浮
き
彫
り
状
に
な
っ
て
い
る
。
写
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真
2
－
1
は
斜
光
線
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
背
面
に
は
、
縦
に
二
本
、
角
材
（
幅

三
・
三
㎝
）
が
溝
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
各
の
底
面
に
は
先
端
の
尖
っ
た
釘

が
刺
さ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
板
面
の
中
央
上
部
に
は
穴
が
開
け
ら
れ
、
回
転
可
能
な

鉄

製
の
吊
り
金
具
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
裏
面
側
の
環
状
の
部
分
に
は
、
現
状

で

は
針
金
が
付
い
て
い
る
。

3

「明
和
七
年
徒
党
・
強
訴
・
逃
散
禁
止
高
札
（
徒
党
札
）
」
（
写
真
3
－
1
・
2
）

〈釈
文
〉

　
　
　

定

何
事
に

よ
ら
す
、
よ
ろ
し
か
ら
さ
る
事
に
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
（
徒
党
）

大
勢
申
合
せ
候
を
と
と
う
と
と
な
へ
、
と
と
う
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
強
訴
）

し
ゐ
て
ね
か
ひ
事
く
ハ
た
つ
る
を
こ
う
そ
と

い

ひ
、
あ
る
ひ
ハ
、
申
あ
ハ
せ
村
方
た
ち
の
き

　
　
（
逃

　
　
　
　
　
散
）

候

を
て
う
さ
ん
と
申
、
前
々
よ
り
御
法
度
二
候
条
、

右
類
の
儀
こ
れ
あ
ら
ハ
、
居
む
ら
他
村
に
か
き

　
　
　
　
　
　
　
（
筋
）

ら
す
、
早
々
そ
の
す
し
の
役
所
へ
申
出
へ
し
、

御
ほ
う
ひ
と
し
て
、

　
　

と
と
う
の
訴
人
　
　
　
　
　
銀
百
枚

　
　

こ
う
そ
の
訴
人
　
　
　
　
　
同
　
断

　
　

て

う
さ
ん
の
訴
人
　
　
　
　
同
　
断

右
之
通
下
さ
れ
、
そ
の
品
二
よ
り
帯
刀
苗
字
も

御
免
あ
る
へ
き
候
問
、
た
と
へ
一
旦
同
類
二
成
ル
と
も
、

発
言
い
た
し
候
も
の
・
名
ま
へ
申
出
る
に
お
ゐ
て
ハ
、

そ
の
科
を
ゆ
る
さ
れ
、
御
ほ
う
ひ
下
さ
る
へ
し
、

一
右
類
訴
人
い
た
す
も
の
も
な
く
、
村
々
騒
立
候
節
、

村
内
の
も
の
を
差
押
へ
、
と
と
う
に
く
わ
・
ら
せ
す
、

　
一
人
も
さ
し
い
た
（
さ
さ
）
る
村
方
こ
れ
あ
ら
ハ
、
村
役
人

に
て
も
、
百
姓
に
て
も
、
重
モ
に
と
り
し
つ
め
候
も
の
ハ
、

御
ほ
う
ひ
銀
下
さ
れ
、
帯
刀
苗
字
御
免
、
さ
し

つ
・
き
し
つ
め
候
も
の
と
も
・
こ
れ
あ
ら
ハ
、
そ
れ
く

御
ほ
う
ひ
下
し
お
か
る
へ
き
者
也
、

（
一
七
七
〇
）

明
和
七
年
四
月
　
　
奉
行

写真3－1 明和七年徒党・強訴・逃散禁止高札
（表、斜光線により撮影）
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［「寛永十六年うがれうた船渡海禁止高札」他］・　・小島道裕

（裏
面
）

　

癸

　
　

丑
年
五
月

石
津
郡

　
多
郎
郷

　
　
　

前
夫
村

「
徒
党
札
」
と
し
て
知
ら
れ
る
、

江
戸
後
期
の
高
札
場
で
最
も
一
般
的
な
も
の

写真3－2明和七年徒党・強訴・逃散禁止高札（裏）

の

一
つ
で
あ
る
。

　
裏
面
に
記
さ
れ
た
「
石
津
郡
多
郎
郷
前
夫
村
」
は
、
現
在
の
岐
阜
県
養
老
郡
上
石

津
町
に
あ
た
り
、
こ
の
高
札
が
掲
示
さ
れ
て
い
た
村
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

先
述
の
様

に
、
こ
れ
ら
三
点
の
制
札
が
、
あ
る
時
点
で
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
と
三
口
え
よ
う
。
「
癸
丑
年
」
は
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
か

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
だ
が
、
お
そ
ら
く
前
者
だ
ろ
う
。

〈形
状
〉

　
縦
最
大
四

〇
・
五
㎝
、
横
七
五
・
五
㎝
、
厚
さ
二
・
五
㎝
の
駒
形
の
一
枚
板
に
屋
根

（幅
四
・
五
㎝
）
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
背
面
に
は
、
縦
に
二
本
、
面
取
り
し
た
角
材

（幅
三
・
七
㎝
）
が
溝
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。
板
面
は
や
や
風
化
し
て
文
字
が
浮
き

彫

り
状
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
表
面
の
墨
色
は
多
少
残
っ
て
い
る
。
板
面
に
穴
は

な
く
、
現
状
で
は
背
面
中
央
上
部
に
ね
じ
釘
式
の
吊
り
環
が
付
け
ら
れ
画
鋲
が
一
つ

押
さ
れ
て
い
る
。

展
示
に
際
し
て

　
二
〇

〇
五
年
一
月
～
二
月
に
当
館
で
行
わ
れ
た
「
新
収
資
料
の
公
開
」
に
お
け
る

展
示
に
際
し
て
は
、
内
容
の
理
解
を
図
る
た
め
と
、
高
札
に
は
「
読
み
聞
か
せ
る
」

と
い
う
意
味
が
多
分
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
し
て
、
読
み
下
し
と
現
代
語

訳
を
受
話
器
型
の
装
置
で
聞
け
る
様
に
し
た
。

　
ま
た
、
実
際
に
掲
示
さ
れ
て
い
た
高
札
の
常
と
し
て
、
墨
色
が
ほ
と
ん
ど
落
ち
、

凹
凸
で
か
ろ
う
じ
て
読
め
る
状
態
で
あ
る
た
め
、
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
横
方
向
か
ら

当
て
て
、
斜
光
線
に
よ
っ
て
凹
凸
を
強
調
で
き
る
様
に
し
た
。
懐
中
電
灯
を
当
て
て

判
読
す
る
研
究
者
と
同
じ
体
験
を
し
て
も
ら
う
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
以

上
写
真
4
）

　
読
み
下
し
を
録
音
す
る
際
に
は
、
誤
字
・
脱
字
が
あ
る
た
め
、
読
み
に
困
る
部
分

が
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
で
改
め
て
気
が
付
い
た
こ
と
が
あ
る
。

357



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第］33集　2006年12月

　

中
世
の
制
札
（
高
札
）
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
中
世
の
も
の
は
、
寺
社
や
村
町
な

ど
の
個
別
の
対
象
に
当
て
て
発
給
さ
れ
、
治
安
維
持
や
負
担
の
免
除
な
ど
、
受
給
者

の

権

利
を
保
障
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
が
通
例
だ
が
、
江
戸
期
の
も
の
は
、
不
特
定

多
数
に
対
し
て
出
さ
れ
た
一
般
的
な
法
令
、
す
な
わ
ち
禁
止
や
命
令
で
あ
り
、
受
給

者
が
そ
れ
を
掲
示
す
る
こ
と
で
利
益
を
得
る
も
の
で
は
な
い
。
誤
字
脱
字
が
多
い
の

は
、
あ
る
意
味
で
当
然
な
の
で
あ
っ
た
。

写真4 「新収資料の公開」（2005年1月～2月）
における展示の状況

付
記

　
今
回
紹
介
し
た
三
点
の
高
札
は
、
当
館
の
企
画
展
示
「
日
本
の
神
々
と
祭
り
」
展

示
プ
ロ

ジ

ェ

ク
ト
に
八
坂
神
社
文
教
部
の
五
島
健
児
氏
が
参
加
さ
れ
た
こ
と
か
ら
そ

の

所
在
が
知
ら
れ
、
調
査
の
結
果
、
貴
重
な
歴
史
資
料
と
し
て
当
館
に
寄
贈
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
当
初
の
調
査
に
は
、
紹
介
者
で
あ
る
五
島
健
児
氏
と
、
企
画
展
示
の
代
表
者
・
進

行
管
理
担
当
者
で
あ
っ
た
民
俗
研
究
系
の
新
谷
尚
紀
氏
と
関
沢
ま
ゆ
み
氏
、
お
よ
び

歴

史
研
究
系
の
久
留
島
浩
氏
（
近
世
史
）
が
当
た
ら
れ
た
．
館
内
で
の
調
査
に
際
し

て

は
、
総
研
大
院
生
の
岡
田
あ
さ
子
・
長
田
直
子
・
上
藤
紗
貴
子
・
工
藤
航
平
お
よ

び

特

別
共
同
利
用
研
究
員
と
し
て
在
籍
中
で
あ
っ
た
上
智
大
学
院
生
中
野
純
各
氏
の

協
力
を
得
た
。

　
当
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
か
ら
は
、
中
世
の
制
札
を
扱
っ
て
い
た
筆
者
が
展
示
を
担

当
し
、
こ
の
紹
介
も
執
筆
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
以
上
の
各
氏
か
ら
の
ご
教
示
に

基

づ
く
部
分
が
多
い
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

二
、

○

〇
五
年
＝
月
三
〇
日
受
理
、

（国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
部
）

二
〇

〇

六

年
八
月
一
〇
日
審
査
終
了
）
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